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各都道府県  

地域衛星通信ネットワーク担当部長 様  

並びに関係各位 

 

一般財団法人自治体衛星通信機構 事務局長  

 

地域衛星通信ネットワーク第３世代衛星可搬局及び共用網アプリ機器の整備 

台数について（周知） 

 

 各都道府県におかれましては、地域衛星通信ネットワーク（ＬＡＳＣＯＭ網）の第３世

代化にあたり、格別のご尽力をいただいていると承知しております。 

 現在、第３世代化にあたり詳細設計の結果や整備仕様書（案）について、機構と協議を

重ねる自治体が急増しており、その中で、衛星可搬局や共用網アプリ機器（ＶｏＩＰ装

置、ＳＴＢ、ＩＰエンコーダ）を過分に整備する計画が散見されています。共用網アプリ

機器や衛星可搬局は、集約局のサーバ資源を利用しつつサーバとの相互制御によってその

機能を実現しており、過分な数の整備はこれらの資源や運用負荷の圧迫を招くため、妥当

な規模での整備が求められるところです。 

 つきましては、開設・運用ガイドラインを補完するものとして、衛星可搬局及び共用網

アプリ機器の整備台数について下記を示しますので、適正な整備に配意願います。 

 

                  記 

 

１ 衛星可搬局整備台数 

  １都道府県原則５台以内とします。 

技術上・運用上の特殊な事情により、５台を超えて運用することが妥当であると機構が

判断した場合、特例として１０台まで認めることがあります。 

２ ＩＰエンコーダ整備台数 

  都道府県庁局に２台（１台予備機）まで、衛星可搬局１局に対し、１台設置できるもの

とします。 

３ その他の共用網アプリ機器の整備台数 

開設・運用ガイドラインに記載のとおり、都道府県庁局及び端末局の標準的な機器構成

として、都道府県庁局はＶｏＩＰ装置１０台以内、ＳＴＢ５台以内とし、端末局はＶｏＩ

Ｐ装置１台、ＳＴＢ１台としています。 

 

本件連絡先（連絡はメールでお願いします）  

自治体衛星通信機構技術部  
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